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第 1 章 空家等対策計画とは 

 

第 1 節 計画策定の趣旨 

「伊根町空家等対策計画」は、「空家等対策の推進に関する特別措置法（平成

26年11月27日号外法律第127号。以下「法」という。）」第6条第1項に基づき、国

の基本指針に即し、本町の空家等の問題を解決するために、定めるものである。  

本計画は法同条第 2項に規定する事項を定め、空家等の対策に総合的かつ計画

的に取組み、第 6次伊根町総合計画に掲げるまちづくりに寄与するものである。 

 

第２節 計画の役割 

適切な管理が行われていない空家等がもたらす問題を解決するには、「空家等

の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を

及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。」と法第3条に規定さ

れているように、第一義的には空家等の所有者等が、自らの責任により適切に対

応することが前提である。  

しかしながら、所有者等では対応できない事由により、管理されていない空家

が生じており、そのまま放置され続けた場合、今後の町民生活にも影響を及ぼし

かねない。 

そのため本計画では、中長期的な方針を示し、町が取組む空家等の対策の範囲

や責務を明確にするものである。  

 

第３節 計画の対象地区 

本計画の対象地区は、伊根町全域とする。 

 

第４節 計画の期間 

計画の期間は、令和 3年度から令和 7年度までの5年間とする。なお、計画の期間中

であっても、税制改正など、社会情勢の変化に対して柔軟かつ適切な対応を行うことと 

する。 

 

第５節 空家等の定義 

（1）空家等  
建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていない

ことが常態であるもの（原則として1年以上）及びその敷地（立木その他の土地  

に定着する物を含む。）  

ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。  
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（2）特定空家等  
次のいずれかに該当する空家等を特定空家等とする。  

・現状のままで放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態  

・著しく衛生上有害となるおそれのある、又は有害となっている状態  

・適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態  

・その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態 
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第２章 空家等の現状と課題 

 

第 1 節 現状 

住宅・土地統計調査による全国及び京都府の空家等の現状は次のとおりである。 

なお、住宅・土地統計調査結果は、人口 1万 5千人以上の市町村のみを公表してお

り、伊根町の統計結果は公表されていないため、町独自の実態調査を行っている。 

 
（1）住宅数及び空家数 

平成 30年住宅・土地統計調査によると、全国の住宅総数は約 6,240 万 7千戸と 5年

前の平成 25年と比べ約 177 万 9千戸（2.9％）増加し、空家数も約 848 万 9千戸と、

約 29万 3千戸（3.6％）増加している。なお、空家率は 13.6％と過去最高となってい

る。 

また、京都府では、住宅総数が約 133 万 8千戸と 5年前と比べると約 1万 8千戸

（1.4％）増加し、空家数は約 17万 1千 8百戸と約 3千 5百戸（2.0％）減少してい

る。空家率は 12.8％で 5年前と比べると減少している。 

表 1  平成 30 年住宅・⼟地統計調査の概要  
 住 宅 総 数 

 住宅数(A) 空家数(B) 空家率(C=B/A) 
全 国 62,407,400 （⼾） 8,488,600（⼾） 13.6 （％） 

京 都 府 1,338,300 （⼾） 171,800（⼾） 12.8 （％） 
 
(２)伊根町での実態状況調査 

平成 25年度、現状把握のため、区長を通じ外観調査により空家となっている物件の

把握を行った結果、町内で合計 195 件(舟屋 20件)が空家等であると確認した。 

実態状況調査をもとに、法に基づき固定資産税課税台帳等の情報から所有者等の確

認を行った。結果は次のとおりであった。 

所有者確認ができたもの 176 件 
所有者確認ができなかったもの 19 件 

 

 また、実態調査後に空家所有者に対して、空き家バンク登録の意向アンケートを

実施した。アンケートで登録に「協力できる」「条件によっては協力したい」と回答

があった所有者を対象に空き家バンク登録サポート※を実施し、計 17件の物件が空

き家バンク登録に結びついた。 

※「空き家バンク登録サポート」…所有者の負担軽減支援として、空き家バンク登

録事務手続きを町が代行して実施した。(支援内容：「空き家バンク」登録カードの

作成、間取り図の作成、位置図の作成、外観内観写真の撮影) 
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第 2 節 要因と背景  

空家等が発生し、長期化している要因や背景は次のものが考えられる。  
 
（1）所有者  
・所有者が都市部に転出し、遠方に住んでいるため住宅の管理が困難である。 

・所有者死亡後の相続登記ができていない。所有者が明確でない。 

・権利関係が複雑化している。管理者が明確でない(所有者が複数) 

・空家が未登記家屋であり、課税担当課も免税点以下の物件のため追跡調査をし

ておらず、所有者の特定ができない。 

・家や地域に愛着がなく管理者としての意識が乏しい。 

・活用や除却の意向がない。 

・他人に売却、賃貸借することへの抵抗感がある。 

・相談先や、活用の仕方がわからない。 

・改修、除却費用の負担が大きい。 

 
（2）地域  
・空家の取組み等に対して無関心である。 

・保守的、排他的な心情をもつ方が多い。 

 
（3）流通 
・売買実例が少ないため、価格の妥当性がわからない。 

・基本性能・躯体に対する不安、不満がある。 

・情報が不足している。 

・リフォームの際のコストが高い。 

・町内に不動産業者が存在しない(売買できる物件は他町業者が介入する)。 

 

（4）その他 
・行政には、個人資産（空家）への調査、対応等の介入の限界がある。 

・空家を除却し空地にすると、住宅用地特例が適用されなくなり固定資産税が上

がる場合があるため、除却に抵抗がある。 

 

【参考】 固定資産税の住宅⽤地の特例 
表︓固定資産税の住宅⽤地の特例率 

住宅⽤地の区分 住宅⽤地区分の範囲 特 例 率 
固定資産税 

⼩規模住宅⽤地 面積が 200 ㎡以下の住宅⽤地（200 ㎡を超える 
場合は 1 ⼾当たり 200 ㎡までの部分） 

1／6 

⼀般住宅⽤地 ⼩規模住宅⽤地以外の住宅⽤地 1／3 
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第 3 節 空家等から生じる問題 

空家等の発生により、次のような問題が生じている。これを解決するためには、空

家の抑制・活用・管理の適正化を進めることが課題となる。 

 
（1）防災・防犯上の不安 

管理者不在による放置物件のため、不審者の出入りや不審火等の不安が大きい。 

 

（2）周辺環境の悪化 
空家等の敷地に雑草･立木が生い茂り、動物や害虫のすみかとなったり、ごみ等が不

法投棄されやすくなる。 

 

（3）景観の悪化 
管理不全の空家等の存在により、まちなみ、景観を悪化させている。 

 

（4）倒壊などによる事故の懸念 
強風、積雪や地震などにより、事故が起きる危険性が高い。 
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第 3 章 空家等の対策 

 
第 1 節 基本的な考え方 

本町の空家等の状況や課題を踏まえ、その対策を総合的かつ計画的に実施するた

め、次の基本的な考え方を示す。 

 

1．基本理念 
第 6次伊根町総合計画に掲げる「みんなで創る ええまち」の実現に向けて空家等

の対策に取り組む。 

また、国の重要伝統的建造物群保存地区（以降、「伝建地区」とする。）の選定を受

けている伊根浦については、伝統的建造物群保存地区制度の趣旨を尊重した上で対策

に取組むこととする。 

 

2．基本方針 
空家等の対策を実施していくためには、居住から土地活用までのそれぞれの段階に

応じた効果的な対策をとることが必要であり、空家等にさせない【予防対策の推進】、

空家等は資源【利活用の促進】、放置された危険な空家等に対応【適正な管理の推進】

を 3つの柱としてその施策を示す。 

空家等は今後増加が予想されることから、活用や除却よりもまずは、空家等にしな

いという予防対策を進める。 

 

 

第 2 節 具体的な対策 

 
1．予防対策の推進  

平成 27年国勢調査によると本町では総世帯のうち単

身世帯は約 30％にのぼり、そのうち 65歳以上の単身世

帯の割合は約 65％になっている。 

今後も人口減少や少子高齢化の進行により、空家等

は増加していくことが予想されるため、現に存在する空家等について対策を講じるこ

とと併せ、新たな空家等の発生を抑制することが重要であり、居住中の段階から次の

取組みを進める。 

 
▶1－1 町⺠意識の醸成・啓発 

空家等の対策を進めるには、空家等についての意識を広く町民の間で醸成すること

が必要となる。 

H27 国勢調査 

総世帯       871 世帯 

単身世帯      254 世帯 

65 歳以上の単身世帯 164 世帯 



7 

 

とりわけ、所有者にとっては空家等とすることで周辺に迷惑を及ぼしかねないこ

と、地域にとっては空家等の増加によって防災や防犯等の面で地域に不安が生じるお

それがあることなど、空家等に関する問題意識を高めることが重要となる。これによ

り空家等の発生抑制につながるものと考えられる。 

このため、関連団体、地域等と連携し、啓発資料の配布等、様々な手段や機会を通

じて、空家等の所有者及び町民に対する周知・啓発を行う。 

【伝建地区】重伝建に選定されている地域であることの周知・啓発を⾏い、建物の維
持、管理の意識を⾼める。 
 

 

▶1－2 住宅の良質化の推進 
住まいとしての規模や機能に不具合があると、住み続けることや住み継ぐことが困

難となり、空家等を生み出す要因のひとつになっている。 

このため、既存住宅の良質化を推進することが、将来的な空家化の抑制にも繋がる

ため、耐震化支援等により質の向上の促進に努める。 

【伝建地区】伝建補助⾦を活⽤し、外観補修に対する⽀援を積極的に⾏い、伝建地
区・建物として維持、保存する。 
 

 

2．利活⽤の促進  
空家等の活用のための流通を促すことが必要である。 

また、管理不備物件の解消を促すとともに空家等の除去跡地を管理不十分な未利用

地のまま放置させず、地域ごとの実状や現場での実効性を踏まえ、土地の有効的な利

活用を模索する。 

【伝建地区】伝建地区における空き家の流通に関しては、伝建制度への理解を求め、
建物の維持・保存を前提とした活⽤を⾏うこととする。 
 

▶2－1 空家等活⽤への支援とさらなる需要喚起のための取組み 
「田舎暮らしがしたい」「自然豊かな地域で暮らしたい」など本町では、移住を目的

とした空家等の活用に一定の需要が見込める。町の人口減少が進行するなか、移住対

策と兼ね合わせた施策の検討が必要だと考えられる。 

すでに取組みを進めている「空き家バンク」は充実を図り、内外への情報提供を行

い空家への定住を促進する。 

【伝建地区】舟屋物件については、取得したいというニーズがあるものの、賃貸・売
買してもよいという物件は少ない。 
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▶2－２ 空家等活⽤への支援 
空家等には様々な価値や活用法があるため、住宅用途のほか、新たな地域拠点や店

舗等として活用することで、地域の活性化につながることも考えられる。 

したがって、関係団体・地域等が行う空家等の活用を促進し、改修等の補助事業を

積極的に推進する。 

 
▶2－３  除却の支援 

町は除却が必要となる特定空家等又は特定空家等になる可能性のある管理不備の空

家等について除却費用の財政上の支援制度を検討し、所有者等自らの管理不備物件の

解消を促すものとする。 

【伝建地区】伝建物については、原則除却できない。伝建制度のもと維持・保存の施
策を推進する。 
 
▶2－４ 地域等による活⽤ 

空家等の除却跡地を、地域コミュニティ等の広場等として共同利用・管理する場合

には空家等の除去に加え、跡地の整備や運営等を一括して支援する仕組みを検討す

る。 

その際、跡地の利活用方法については、地域のニーズを踏まえて柔軟に対応するも

のとし、地域の活性化のために供されるものとなるよう指導・助言する。 

 

▶2－５ 様々な利⽤の検討 
利活用の進まない未利用地については、土地所有者や関係者等の協力等、官民協働

で住環境の整備、定住促進、商業・業務系等の利活用を図る。 
 
3．適正な管理の推進  

適切な管理が行われていない空家等は、その建物自体の老朽化を招くだけでなく、

防災、防犯、衛生、景観などの面において周辺環境に悪影響を生じさせる。 

そのような管理不備な空家等は、基本的には所有者等自らの意思による改善を促す

ものとするが、速やかに適正な対応が行われないと判断した場合は、法の規定を踏ま

え、個々の事案ごとに必要な措置を行う。 

なお、特定空家等の認定及び特定空家等に対する措置の実施については、伊根町特

定空家等認定審査委員会において審査する。 

 
▶3－1 空家等の調査 

空家等のデータベースの構築を図り、空家等の分布状況を把握するとともに、管理

不備な空家等には、現地確認や立入調査を行い、助言・指導等により所有者に適正な

管理を促すため、所有者等の確認調査を行う。 
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（1）現地調査、⽴⼊調査 
住民からの相談・通報等により、管理不備な空家等については、町において現地調

査を行い、必要に応じて法第 9 条に基づき、立ち入り調査を実施する。 

なお、法第 9条第 2項の規定による立入調査を拒み、妨げ、又は忌避した者に対し

ては、法第 16条第 2項に基づき、過料に係る手続きを講ずることがある。 

 

（2）所有者等の確認 
当該空家等の近隣住民や関係者等から情報収集を行う。 

また、法第 10 条に基づき、固定資産課税台帳・水栓台帳など町が保有する情報を

利用し事実確認を行う。その情報で所有者が確定できない場合は、関係地方公共団体

に対して情報提供を求め所有者を特定し、所有者が死亡等の場合は相続人を確認す

る。 

調査結果に基づき、所有者等を確定し、該当者には法第 12 条における現況・苦情

等の内容・法律の趣旨・各種制度の紹介等の情報の提供や助言等を行う。 

 

▶3－2 特定空家等の基準及び判断 
特定空家等については、その空家等が周辺へ悪影響を及ぼしている状態又はそのま

ま放置した場合に周辺へ悪影響を及ぼすおそれのある場合等、その悪影響の程度が社

会通念上許容される範囲を超えるか否かを見極める必要があるため、『伊根町空家等及

び特定空家等の対応にかかる要領』を定め、客観的に判断する。 

 

▶3－３ 特定空家等に対する措置 
特定空家等は、地域の生活環境に深刻な影響を及ぼすものであり、町長は地域住民

の生命、身体又は財産を保護するとともに、その生活環境保全を図るために必要な措

置を講ずる。 

ただし、それぞれの措置に係る期間は、所有者等による措置の状況を見定めながら

個別に判断する。 

 
（1）助言・指導 

町長は法第 14条第 1項の規定に基づき、特定空家等の所有者等に対して、自らの意

思による改善を促すため、適切な管理のために必要な措置を講ずるよう助言・指導を

行う。 

 
（2）勧告 

特定空家等の所有者等に対して、助言・指導を行っても改善が見られない場合は、

町長は法第 14条第 2項の規定に基づき、適切な管理のために必要な相当の猶予期限を

設けて、措置を講ずるよう文書により勧告を行う。 

その際、地方税法の規定に基づき、当該特定空家等に係る敷地については、固定資
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産税の住宅用地の特例対象から除外する。 

 
（3）命令 

町長は法第 14条第 3項の規定に基づき、上記の勧告を受けた者が正当な理由がな

く、その勧告に係る措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるとき

は、その者に対し、相当の猶予期限を設けて、その勧告に係る措置をとるよう文書に

より命令を行う。 

 
（4）過料 

町長は法第 16条に基づき、第 14条第 3項の規定による命令に違反した者は必要に

応じて過料に係る手続きを講ずる。 

 
（5）⾏政代執⾏ 

町長は法第 14条第 3項による命令を行っても改善が見られない場合は、法第 14条

第 9項の規定に基づき、行政代執行法（昭和 23年法律第 43号）の定めるところに従

い、所有者等に代わり、当該特定空家等の除却等必要な措置を講ずるものとし、この

措置に要した費用については、当該所有者等に請求する。また、所有者等が確知でき

ない場合は、法第 14条第 10項に基づき、必要な公告を行った上で町長自ら当該特定

空家等の除却等必要な措置を講ずるものとする。 

 

第３節 総合的な空家等対策の推進 

１．実施体制の整備 
空家等対策について、住民からの相談に一元的かつ適切に対応するため、次の実施

体制を構築する。 

 
▶1－1 相談窓口 

空家等に関する相談窓口を企画観光課内に設置する。 

 

▶1－2 実施体制 
特定空家等の一連の措置の実施については、伊根町特定空家等認定審査委員会によ

り、適正に対応する。 

状況に応じては、京都府、警察、消防等とも情報共有を図り、連携した対策を講じ

る。 

 

２． 計画の推進 
空家等がもたらす様々な問題を、効果的かつ効率的に改善するため、空家等の所有

者や関係者等の協力等、多様な連携のもと、本計画の推進を図り、第 6次伊根町総合

計画に掲げる「みんなで創る ええまち」の実現を目指す。 
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資  料 

 
空家等対策の推進に関する特別措置法 

〔平成 26 年 11 月 27 日号外法律第 127 号〕 
 

（目的） 
第⼀条 この法律は、適切な管理が⾏われていない空家等が防災、衛⽣、景観等の地域住⺠

の⽣活環境に深刻な影響を及ぼしていることに鑑み、地域住⺠の⽣命、⾝体⼜は財産を保
護するとともに、その⽣活環境の保全を図り、あわせて空家等の活⽤を促進するため、空
家等に関する施策に関し、国による基本指針の策定、市町村（特別区を含む。第十条第二
項を除き、以下同じ。）による空家等対策計画の作成その他の空家等に関する施策を推進
するために必要な事項を定めることにより、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に
推進し、もって公共の福祉の増進と地域の振興に寄与することを目的とする。 
（定義） 

第二条 この法律において「空家等」とは、建築物⼜はこれに附属する⼯作物であって居住
その他の使⽤がなされていないことが常態であるもの及びその敷地（⽴⽊その他の⼟地
に定着する物を含む。）をいう。ただし、国⼜は地⽅公共団体が所有し、⼜は管理するも
のを除く。 

２ この法律において「特定空家等」とは、そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険と
なるおそれのある状態⼜は著しく衛⽣上有害となるおそれのある状態、適切な管理が⾏
われていないことにより著しく景観を損なっている状態その他周辺の⽣活環境の保全を
図るために放置することが不適切である状態にあると認められる空家等をいう。 
（空家等の所有者等の責務） 

第三条 空家等の所有者⼜は管理者（以下「所有者等」という。）は、周辺の⽣活環境に悪
影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。 
（市町村の責務） 

第四条 市町村は、第六条第⼀項に規定する空家等対策計画の作成及びこれに基づく空家
等に関する対策の実施その他の空家等に関する必要な措置を適切に講ずるよう努めるも
のとする。 
（基本指針） 

第五条 国⼟交通大臣及び総務大臣は、空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施す
るための基本的な指針（以下「基本指針」という。）を定めるものとする。 

２ 基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 
⼀ 空家等に関する施策の実施に関する基本的な事項 
二 次条第⼀項に規定する空家等対策計画に関する事項 
三 その他空家等に関する施策を総合的かつ計画的に実施するために必要な事項 

３ 国⼟交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、⼜はこれを変更しようとするときは、
あらかじめ、関係⾏政機関の⻑に協議するものとする。 

４ 国⼟交通大臣及び総務大臣は、基本指針を定め、⼜はこれを変更したときは、遅滞なく、
これを公表しなければならない。 
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（空家等対策計画） 
第六条 市町村は、その区域内で空家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、

基本指針に即して、空家等に関する対策についての計画（以下「空家等対策計画」という。）
を定めることができる。 

２ 空家等対策計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 
⼀ 空家等に関する対策の対象とする地区及び対象とする空家等の種類その他の空家等

に関する対策に関する基本的な⽅針 
二 計画期間 
三 空家等の調査に関する事項 
四 所有者等による空家等の適切な管理の促進に関する事項 
五 空家等及び除却した空家等に係る跡地（以下「空家等の跡地」という。）の活⽤の促

進に関する事項 
六 特定空家等に対する措置（第十四条第⼀項の規定による助⾔若しくは指導、同条第二

項の規定による勧告、同条第三項の規定による命令⼜は同条第九項若しくは第十項の
規定による代執⾏をいう。以下同じ。）その他の特定空家等への対処に関する事項 

七 住⺠等からの空家等に関する相談への対応に関する事項 
八 空家等に関する対策の実施体制に関する事項 
九 その他空家等に関する対策の実施に関し必要な事項 

３ 市町村は、空家等対策計画を定め、⼜はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表
しなければならない。 

４ 市町村は、都道府県知事に対し、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関し、情
報の提供、技術的な助⾔その他必要な援助を求めることができる。 
（協議会） 

第七条 市町村は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する協議を⾏うための
協議会（以下この条において「協議会」という。）を組織することができる。 

２ 協議会は、市町村⻑（特別区の区⻑を含む。以下同じ。）のほか、地域住⺠、市町村の
議会の議員、法務、不動産、建築、福祉、⽂化等に関する学識経験者その他の市町村⻑が
必要と認める者をもって構成する。 

３ 前二項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。 
（都道府県による援助） 

第八条 都道府県知事は、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施その他空家等に関し
この法律に基づき市町村が講ずる措置について、当該市町村に対する情報の提供及び技
術的な助⾔、市町村相互間の連絡調整その他必要な援助を⾏うよう努めなければならな
い。 
（⽴⼊調査等） 

第九条 市町村⻑は、当該市町村の区域内にある空家等の所在及び当該空家等の所有者等
を把握するための調査その他空家等に関しこの法律の施⾏のために必要な調査を⾏うこ
とができる。 

２ 市町村⻑は、第十四条第⼀項から第三項までの規定の施⾏に必要な限度において、当該
職員⼜はその委任した者に、空家等と認められる場所に⽴ち⼊って調査をさせることが
できる。 
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３ 市町村⻑は、前項の規定により当該職員⼜はその委任した者を空家等と認められる場
所に⽴ち⼊らせようとするときは、その五日前までに、当該空家等の所有者等にその旨を
通知しなければならない。ただし、当該所有者等に対し通知することが困難であるとき
は、この限りでない。 

４ 第二項の規定により空家等と認められる場所に⽴ち⼊ろうとする者は、その⾝分を示
す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

５ 第二項の規定による⽴⼊調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して
はならない。 
（空家等の所有者等に関する情報の利⽤等） 

第十条 市町村⻑は、固定資産税の課税その他の事務のために利⽤する目的で保有する情
報であって⽒名その他の空家等の所有者等に関するものについては、この法律の施⾏の
ために必要な限度において、その保有に当たって特定された利⽤の目的以外の目的のた
めに内部で利⽤することができる。 

２ 都知事は、固定資産税の課税その他の事務で市町村が処理するものとされているもの
のうち特別区の存する区域においては都が処理するものとされているもののために利⽤
する目的で都が保有する情報であって、特別区の区域内にある空家等の所有者等に関す
るものについて、当該特別区の区⻑から提供を求められたときは、この法律の施⾏のため
に必要な限度において、速やかに当該情報の提供を⾏うものとする。 

３ 前項に定めるもののほか、市町村⻑は、この法律の施⾏のために必要があるときは、関
係する地⽅公共団体の⻑その他の者に対して、空家等の所有者等の把握に関し必要な情
報の提供を求めることができる。 
（空家等に関するデータベースの整備等） 

第十⼀条 市町村は、空家等（建築物を販売し、⼜は賃貸する事業を⾏う者が販売し、⼜は
賃貸するために所有し、⼜は管理するもの（周辺の⽣活環境に悪影響を及ぼさないよう適
切に管理されているものに限る。）を除く。以下第十三条までにおいて同じ。）に関するデ
ータベースの整備その他空家等に関する正確な情報を把握するために必要な措置を講ず
るよう努めるものとする。 
（所有者等による空家等の適切な管理の促進） 

第十二条 市町村は、所有者等による空家等の適切な管理を促進するため、これらの者に対
し、情報の提供、助⾔その他必要な援助を⾏うよう努めるものとする。 
（空家等及び空家等の跡地の活⽤等） 

第十三条 市町村は、空家等及び空家等の跡地（⼟地を販売し、⼜は賃貸する事業を⾏う者
が販売し、⼜は賃貸するために所有し、⼜は管理するものを除く。）に関する情報の提供
その他これらの活⽤のために必要な対策を講ずるよう努めるものとする。 
（特定空家等に対する措置） 

第十四条 市町村⻑は、特定空家等の所有者等に対し、当該特定空家等に関し、除却、修繕、
⽴⽊⽵の伐採その他周辺の⽣活環境の保全を図るために必要な措置（そのまま放置すれ
ば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態⼜は著しく衛⽣上有害となるおそれ
のある状態にない特定空家等については、建築物の除却を除く。次項において同じ。）を
とるよう助⾔⼜は指導をすることができる。 

２ 市町村⻑は、前項の規定による助⾔⼜は指導をした場合において、なお当該特定空家等
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の状態が改善されないと認めるときは、当該助⾔⼜は指導を受けた者に対し、相当の猶予
期限を付けて、除却、修繕、⽴⽊⽵の伐採その他周辺の⽣活環境の保全を図るために必要
な措置をとることを勧告することができる。 

３ 市町村⻑は、前項の規定による勧告を受けた者が正当な理由がなくてその勧告に係る
措置をとらなかった場合において、特に必要があると認めるときは、その者に対し、相当
の猶予期限を付けて、その勧告に係る措置をとることを命ずることができる。 

４ 市町村⻑は、前項の措置を命じようとする場合においては、あらかじめ、その措置を命
じようとする者に対し、その命じようとする措置及びその事由並びに意⾒書の提出先及
び提出期限を記載した通知書を交付して、その措置を命じようとする者⼜はその代理⼈
に意⾒書及び⾃⼰に有利な証拠を提出する機会を与えなければならない。 

５ 前項の通知書の交付を受けた者は、その交付を受けた日から五日以内に、市町村⻑に対
し、意⾒書の提出に代えて公開による意⾒の聴取を⾏うことを請求することができる。 

６ 市町村⻑は、前項の規定による意⾒の聴取の請求があった場合においては、第三項の措
置を命じようとする者⼜はその代理⼈の出頭を求めて、公開による意⾒の聴取を⾏わな
ければならない。 

７ 市町村⻑は、前項の規定による意⾒の聴取を⾏う場合においては、第三項の規定によっ
て命じようとする措置並びに意⾒の聴取の期日及び場所を、期日の三日前までに、前項に
規定する者に通知するとともに、これを公告しなければならない。 

８ 第六項に規定する者は、意⾒の聴取に際して、証⼈を出席させ、かつ、⾃⼰に有利な証
拠を提出することができる。 

９ 市町村⻑は、第三項の規定により必要な措置を命じた場合において、その措置を命ぜら
れた者がその措置を履⾏しないとき、履⾏しても十分でないとき⼜は履⾏しても同項の
期限までに完了する⾒込みがないときは、⾏政代執⾏法（昭和二十三年法律第四十三号）
の定めるところに従い、⾃ら義務者のなすべき⾏為をし、⼜は第三者をしてこれをさせる
ことができる。 

１０ 第三項の規定により必要な措置を命じようとする場合において、過失がなくてその
措置を命ぜられるべき者を確知することができないとき（過失がなくて第⼀項の助⾔若
しくは指導⼜は第二項の勧告が⾏われるべき者を確知することができないため第三項に
定める⼿続により命令を⾏うことができないときを含む。）は、市町村⻑は、その者の負
担において、その措置を⾃ら⾏い、⼜はその命じた者若しくは委任した者に⾏わせること
ができる。この場合においては、相当の期限を定めて、その措置を⾏うべき旨及びその期
限までにその措置を⾏わないときは、市町村⻑⼜はその命じた者若しくは委任した者が
その措置を⾏うべき旨をあらかじめ公告しなければならない。 

１１ 市町村⻑は、第三項の規定による命令をした場合においては、標識の設置その他国⼟
交通省令・総務省令で定める⽅法により、その旨を公示しなければならない。 

１２ 前項の標識は、第三項の規定による命令に係る特定空家等に設置することができる。
この場合においては、当該特定空家等の所有者等は、当該標識の設置を拒み、⼜は妨げて
はならない。 

１３ 第三項の規定による命令については、⾏政⼿続法（平成五年法律第八十八号）第三章
（第十二条及び第十四条を除く。）の規定は、適⽤しない。 

１４ 国⼟交通大臣及び総務大臣は、特定空家等に対する措置に関し、その適切な実施を図
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るために必要な指針を定めることができる。 
１５ 前各項に定めるもののほか、特定空家等に対する措置に関し必要な事項は、国⼟交通

省令・総務省令で定める。 
（財政上の措置及び税制上の措置等） 

第十五条 国及び都道府県は、市町村が⾏う空家等対策計画に基づく空家等に関する対策
の適切かつ円滑な実施に資するため、空家等に関する対策の実施に要する費⽤に対する
補助、地⽅交付税制度の拡充その他の必要な財政上の措置を講ずるものとする。 

２ 国及び地⽅公共団体は、前項に定めるもののほか、市町村が⾏う空家等対策計画に基づ
く空家等に関する対策の適切かつ円滑な実施に資するため、必要な税制上の措置その他
の措置を講ずるものとする。 
（過料） 

第十六条 第十四条第三項の規定による市町村⻑の命令に違反した者は、五十万円以下の
過料に処する。 

２ 第九条第二項の規定による⽴⼊調査を拒み、妨げ、⼜は忌避した者は、二十万円以下の
過料に処する。 

附 則 
（施⾏期日） 

１ この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日か
ら施⾏する。ただし、第九条第二項から第五項まで、第十四条及び第十六条の規定は、公
布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施⾏する。 

〔平成二七年二月政令五〇号により、本⽂に係る部分は、平成二七・二・二六か
ら、ただし書に係る部分は、平成二七・五・二六から施⾏〕 

（検討） 
２ 政府は、この法律の施⾏後五年を経過した場合において、この法律の施⾏の状況を勘案

し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づい
て所要の措置を講ずるものとする。 

 


